
６.小規模多機能型居宅介護



主な改定項目

① 総合マネジメント体制強化加算の見直し

② 身体的拘束等の適正化の推進

③ （看護）小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強

化

④ 科学的介護推進体制加算の見直し

⑤ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

⑥ 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

⑦ （看護）小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準

の見直し
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参考：厚生労働省公式webサイト

【通知名】「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並び
に事務処理手順及び様式例等の提示について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238673.pdf

上記URL p30～該当通知となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238673.pdf


⑦ （看護）小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の
見直し


